
別紙１－１ 支給決定の更新を行う場合又はアセスメントのために，支給決定の変更等を行う場合 

 利用者 福祉事務所・保健センター 指定特定相談支援事業所 行動援護事業所 

申請～ 

アセスメ

ント実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメ

ント～ 

重度訪問

介護支給

決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス

提供開始 

 

 

 

   

相談・利用申請

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催等（ｻｰﾋﾞｽ提供事業所との連絡調整） 

利用者の同意を得てｻｰﾋﾞｽ等利用計画を完成，交付 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の作成 

ｱｾｽﾒﾝﾄの実施 
（必要に応じて）ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等

ｱｾｽﾒﾝﾄ結果を踏まえ， 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の作成 
ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の確認 

支給変更・受給者証発行 

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催等（ｻｰﾋﾞｽ提供事業所との連絡調整） 

◆（指定特定相談支援事業所の連携の下で）ｱｾｽﾒﾝﾄ実施の確認 

受給者証を受取 

受給者証を受取 

重度訪問介護のサービス提供開始 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等 

申請書の受理 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の提出依頼

★ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄの提出

ｱｾｽﾒﾝﾄの実施

利用申請 
申請書の受理 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の提出依頼

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画を完成，交付

◆支援方法等の共有 

（重度訪問介護） 

行動援護（ｱｾｽﾒﾝﾄ） 

アセスメントのために必要なプロセス 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の確認 

支給決定・受給者証発行 

＊④

（必要に応じて）ｱｾｽﾒﾝﾄ等 

別紙２ 



別紙１－２ 支給決定の更新を行わない場合又はアセスメントのために，支給決定の変更等を行わない場合 

 利用者 福祉事務所・保健センター 指定特定相談支援事業所 行動援護事業所 

申請～ 

アセスメ

ント実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメ

ント～ 

重度訪問

介護支給

決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス

提供開始 

 

 

 

 

   

相談・利用申請

ｱｾｽﾒﾝﾄの実施 
（必要に応じて）ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等

ｱｾｽﾒﾝﾄ結果を踏まえ， 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の作成 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の確認 

支給変更・受給者証発行 

ｻｰﾋﾞｽ担当者会議の開催等（ｻｰﾋﾞｽ提供事業所との連絡調整） 

◆（指定特定相談支援事業所の連携の下で）ｱｾｽﾒﾝﾄ実施の確認 

受給者証を受取 

重度訪問介護のサービス提供開始 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等 

申請書の受理 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の提出依頼

★ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄの提出

ｱｾｽﾒﾝﾄ実施の申出

ｱｾｽﾒﾝﾄの実施 

ｻｰﾋﾞｽ等利用計画を完成，交付

◆支援方法等の共有 

アセスメントのために必要なプロセス 

（必要に応じて）ｱｾｽﾒﾝﾄ等 


